
 

千 葉 市 公 告 第 ９ ３ ５ 号  

 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７３条第１項の規

定によ り 次 の と お り 建 築 協 定 を 認 可 し ま し た の で 、同 条 第 ２

項 の 規 定 に よ り 公 告 し ま す 。  

 そ の 関 係 図 書 は 、都 市 局 建 築 部 建 築 指 導 課 に 備 え て 縦 覧 に

供 し ま す 。  

 

  令 和 ７ 年 １ ２ 月 １ ８ 日  

             千 葉 市 長  神  谷   俊  一  

 

 

１  申 請 者  

  住 所  千 葉 市 中 央 区 弁 天 ２ － ２ ０ － ２ ０  

  氏 名  株 式 会 社  拓 匠 開 発  代 表 取 締 役  工 藤  英 之  

２  区 域 の 地 名 地 番  

千 葉 市 緑 区 土 気 町 1 5 7 4番 4，1 5 7 4番 5，1 5 7 4番 6，1 5 7 4番 7，

1 5 7 4番 8， 1 5 7 4番 9， 1 5 7 4番 1 0， 1 5 7 4番 1 1， 1 5 7 4番 1 2，  

1 5 7 4番 1 3， 1 5 7 4番 1 4， 1 5 7 4番 1 5， 1 5 7 4番 1 6， 1 5 7 4番 1 8，  

1 5 7 4番 1 9， 1 5 7 4番 2 0， 1 5 7 4番 2 1， 1 5 7 4番 2 2， 1 5 7 4番 2 3，  

1 5 7 4番 2 4， 1 5 7 4番 2 5， 1 5 7 4番 2 6 ,  1 5 7 4番 2 8， 1 5 7 4番 2 9，  

1 5 7 4番 3 0， 1 5 7 4番 3 1， 1 5 7 4番 3 3， 1 5 7 4番 3 5， 1 5 7 4番 3 6，  

1 5 7 4番 3 7， 1 5 7 4番 3 8， 1 5 7 4番 3 9， 1 5 7 4番 4 0， 1 5 7 4番 4 1，  

1 5 7 4番 4 2， 1 5 7 4番 4 3， 1 5 7 4番 4 4， 1 5 7 4番 4 5， 1 5 7 4番 4 6，  

1 5 7 4番 4 7， 1 5 7 4番 4 8， 1 5 7 4番 4 9， 1 5 7 4番 5 0， 1 5 7 4番 5 1，  

1 5 7 4番 5 2， 1 5 7 4番 5 3， 1 5 7 4番 5 4， 1 5 7 4番 5 5， 1 5 7 4番 5 6，  

1 5 7 4番 5 7， 1 5 7 4番 5 8， 1 5 7 4番 5 9， 1 5 7 4番 6 0， 1 5 7 4番 6 1，  

1 5 7 4番 6 2， 1 5 7 4番 6 3， 1 5 7 4番 6 4， 1 5 7 4番 6 5， 1 5 7 4番 6 6，  

1 5 7 4番 6 7， 1 5 7 4番 6 8， 1 5 7 4番 6 9， 1 5 7 4番 7 0， 1 5 7 4番 7 1，  

1 5 7 4番 7 2， 1 5 7 4番 7 3， 1 5 7 4番 7 4， 1 5 7 4番 7 5， 1 5 7 4番 7 6，  

1 5 7 4番 7 7， 1 5 7 4番 7 8， 1 5 7 4番 7 9， 1 5 7 4番 8 0， 1 5 7 4番 8 1，  



 

1 5 7 4番 8 2， 1 5 7 4番 8 3， 1 5 7 4番 8 4  

３  建 築 協 定 名 称  

 オ オ ソ ラ モ 土 気  s e a s o n 2  建 築 協 定  

４  認 可 日 

 令 和  7年  1 2月  1 7日  

５  有効期限  

  令 和  7年  1 2月  1 7日 か ら １ ０ 年 間  

（ オ オ ソ ラ モ 土 気  s e a s o n 2  建 築 協 定 第 １ ５ 条 第 ２ 項 に

よ る 手 続 き が な さ れ な い 限 り 自 動 更 新 と す る ）  

  


